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●
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
は

　
「
現
況
届
」
の
提
出
を

 　

と
き
＝
8
月
中　

と
こ
ろ
＝
同
課

※
該
当
者
に
郵
便
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
母
子
自
立
支
援
事
業
に
つ
い
て

 　

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
の
職
業
能
力
向

上
、
求
職
活
動
の
推
進
を
図
る
た
め
、
母

子
自
立
支
援
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す

　

内
容
＝
資
格
取
得
（
正
看
護
師
な
ど
）

の
学
校
に
通
学
す
る
た
め
の
補
助
や
、

パ
ー
ト
で
雇
用
し
た
母
子
家
庭
の
お
母
さ

ん
を
パ
ー
ト
か
ら
常
用
雇
用
に
転
換
し
た

企
業
に
対
す
る
助
成
、
指
定
の
教
育
訓
練

講
座
を
受
講
後
に
就
職
し
た
場
合
の
教
育

訓
練
経
費
の
一
部
補
助
な
ど　

●
市
立
児
童
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者　

　
（
管
理
運
営
事
業
者
）
を
公
募
し
ま
す

　
■
市
役
所
子
育
て
家
庭
課

　
■
市
役
所
子
育
て
家
庭
課

 　

公
募
期
間
＝
8
月
1
〜　

日　

対
象
＝

31

児
童
福
祉
ま
た
は
児
童
教
育
の
経
験
が
あ

る
法
人
、
ま
た
は
そ
の
ほ
か
の
団
体
で
児

童
福
祉
活
動
と
地
域
支
援
活
動
を
行
っ
て

い
る
者　

※
法
人
は
、
民
法　

条
の
規
定

34

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
か
社
会
福
祉
法

人
を
指
し
ま
す　

そ
の
ほ
か
の
団
体
の
条

件
＝
①
児
童
館
の
運
営
に
必
要
な
経
済
的

基
礎
が
あ
る　

②
社
会
的
信
望
が
あ
る

③
児
童
福
祉
と
社
会
福
祉
事
業
に
つ
い
て

の
知
識
、
経
験
が
あ
る
実
務
担
当
の
幹
部

職
員
が
い
る　

④
運
営
事
業
の
経
理
区
分

が
明
確
に
で
き
る
な
ど
財
務
内
容
が
適
正

で
あ
る　

※
詳
し
く
は
同
課
に
お
尋
ね
を
。

●
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
モ
ニ
タ
ー
募
集

 　

対
象
＝
市
内
在
住
で
、
小
学
校
低
学
年

ま
で
の
お
子
さ
ん
を
お
持
ち
で
子
育
て
に

関
心
が
あ
る
人　

活
動
期
間
＝
9
月
〜
来

年
3
月　

活
動
内
容
＝
毎
月
1
回
会
議
を

開
き
、
子
育
て
に
関
す
る
市
民
の
意
見
を

取
材
し
ま
す
▽
子
育
て
支
援
情
報
誌
「
す

く
す
く
さ
せ
ぼ
」
の
編
集
・
発
行　

会
議

時
間
＝　

〜　

時
の
2
時
間
程
度
（
無
料

10

12

　
■
市
役
所
子
育
て
家
庭
課

　
■
市
役
所
子
育
て
家
庭
課

「
子
育
て
」

●
乳
幼
児
健
診
の
お
知
ら
せ

 
▼
4
カ
月
児
健
診
＝
3
〜
4
カ
月
ご
ろ

▼
1
歳
6
カ
月
児
健
診

　
　

＝
1
歳
6
カ
月
ご
ろ

▼
3
歳
児
健
診
＝
3
歳
6
カ
月
ご
ろ

※
1
カ
月
前
に
該
当
者
に
通
知
し
ま
す
。

※
吉
井
地
区
だ
け
は
、
1
歳
6
カ
月
児
健

　

診
と
3
歳
児
健
診
を
そ
れ
ぞ
れ
年
4
回
、

　

吉
井
行
政
セ
ン
タ
ー
健
康
館
で
実
施
。

●
子
ど
も
発
達
セ
ン
タ
ー
の
療
育
相
談 

　

と
歯
科
保
健
相
談
（
予
約
制
）

 　

遊
び
の
広
場
も
あ
り
ま
す
。
お
気
軽
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

「
高
齢
者
と
介
護
」

●
介
護
や
認
知
症
の
相
談
な
ど

 　

①
認
知
症
老
人
を
抱
え
る
家
族
の
会　

　
　

＝
8
月　

日　

時
、
保
健
所

26

13

　

②
在
宅
介
護
者
の
つ
ど
い

　
　

＝
8
月　

日　

時　

分
、
中
里
皆
瀬

25

13

30

　
　
　

地
区
公
民
館

　

③
老
人
の
認
知
症
や
心
の
相
談

　
　

＝
8
月　

日
、
9
月　

日
、
保
健
所

18

15

　
　

※
時
間
は　

時　

分
（
要
予
約
）

13

30

　
■
市
役
所
子
育
て
家
庭
課

　
■
同
セ
ン
タ
ー
（
�
�
3
9
4
5
）

　
■
市
役
所
長
寿
社
会
課

「
障
害
福
祉
」

 
●
断
酒
や
酒
害
の
相
談

　

①
酒
害
相
談
＝
障
害
福
祉
課
で
随
時

　

②
佐
世
保
断
酒
会

　
　

＝
8
月　

日
、
9
月　

日

23

13

　

③
ア
ル
コ
ー
ル
家
族
教
室
＝
9
月
6
日

　

場
所　

②
〜
③
は
保
健
所

　

予
約
と
お
尋
ね　

障
害
福
祉
課

●
精
神
保
健
相
談

　

8
月　

日
、　

日 

11

25

　

場
所　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー　

　

予
約
と
お
尋
ね　

障
害
福
祉
課

●
精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
訓
練　

　

①
社
会
復
帰
事
業
ソ
ー
シ
ャ
ル
ク
ラ
ブ

　
　

＝
月
、
金
曜

　

②
家
族
の
会
（
ゆ
み
は
り
会
）

　
　

＝
8
月　

日
20

　

③
家
族
教
室
（
要
予
約
）
＝
8
月　

日
18

　

④
ひ
き
こ
も
り
家
族
教
室
（
要
予
約
）

　
　

＝
8
月　

日
17

　

⑤
地
域
作
業
所「
喫
茶
ど
り
い
む
」　
　

　
　

＝
月
〜
金
曜

　

⑥
地
域
作
業
所
「
シ
ル
ク
印
刷
工
房　

　
　

わ
く
わ
く
ワ
ー
ク
」（
鹿
子
前
町
）　

　
　

＝
月
、
火
、
木
、
金

　

⑦
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ふ
れ　

　
　

ん
ず
」（
常
盤
町
）
＝
毎
日

　

場
所　

①
〜
⑤
は
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　

予
約
と
お
尋
ね　

障
害
福
祉
課

　
■
市
役
所
障
害
福
祉
課

　
●
健
診
・
相
談
な
ど

�

�

託
児
あ
り
）　

応
募
方
法
＝
住
所
、
氏
名
、

年
齢
、
性
別
、
家
族
構
成
、
連
絡
先
を
書

き
、
市
が
行
っ
て
い
る
子
育
て
支
援
に
関

す
る
ご
意
見
を
添
え
て
、
封
書
、
は
が
き
、

フ
ァ
ク
ス
で
ど
う
ぞ　

募
集
期
間
＝
8
月

1
〜　

日（
当
日
消
印
有
効
）　

あ
て
先
＝

18

�
8
5
7
の
8
5
8
5
、
市
役
所
子
育
て

家
庭
課
「
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
モ
ニ

タ
ー
募
集
」
係
（
フ
ァ
ク
ス
�
9
6
7
3
）

　
　●

巡
回
子
育
て
支
援
「
シ
ー
ユ
ー
」
の
東

　

部
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
開
催
日
程
（
8

　

月
）
を
変
更
し
ま
す

 　
■
子
ど
も
発
達
セ
ン
タ
ー（
�
�
3
9
4
5
）

　
（
変
更
前
）
8
月　

日
（
第
4
月
曜
）　

22

13

時　

分
〜　

時
�
（
変
更
後
）
8
月　

日

30

15

29

　

時　

分
〜　

時

13

30

15

●
子
育
て
講
演
会
「
お
母
さ
ん
の
子
ど
も

　

に
生
ま
れ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」

　

と
き
＝
8
月　

日　

時
〜　

時　

分　

18

10

11

30

と
こ
ろ
＝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
研
修

室　

講
師
＝
野
母
崎
幼
稚
園
園
長
（ 
蔵  
徳 

ぞ
う
 と
く

 
寺  
僧  
侶 
）・ 
橋  
田  
邦  
俊 
さ
ん　

受
講
料
＝
無

じ 

そ
う
 り
ょ
 

は
し
 
だ 

く
に
 と
し

料　

定
員
＝
先
着
約
百
人　

申
し
込
み
＝

電
話
で
幼
児
教
育
セ
ン
タ
ー
へ　

※
託
児

な
し

2005.8
●２３ 

「
健
康
づ
く
り
」

 
●
健
康
診
断

※
①
④
の
自
己
負
担
金
は
五
百
円
で
す
。

※
①
②
③
で
血
液
検
査
を
す
る
人
は
、
食

事
な
ど
を
取
ら
な
い
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
①
は
、
職
場
で
健
診
が
あ
る
人
、
高
血

圧
、
糖
尿
・
心
臓
病
、
腎
臓
、
肝
臓
、
高
脂

血
症
で
治
療
中
の
人
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

●
結
核
検
診
（
無
料
）

　
■
保
健
所
内
・
健
康
づ
く
り
課

時
間　

①
③
＝
9
時　

分
〜　

時　

分

30

11

30

　
　
　

⑥
⑩
＝
9
時　

分
〜　

時　

分　

30

10

30

　
　
　

②
＝　

時　

分
〜　

時　

分

13

30

15

30

　
　
　

④
⑧
＝　

時　

分
〜　

時　

分　

13

30

14

30

　
　
　

⑤
⑨
＝　

時　

分
〜　

時　

分

14

45

15

45

　
　
　

⑦
⑪
＝　

時　

分
〜　

時　

分

10

45

11

45

　
　
　

⑫
＝
8
時　

分
〜　

時　

分

30

10

30

●
が
ん
検
診（
受
診
は
各
種
一
年
に
一
回
）

※　

歳
（
胃
が
ん
は　

歳
）
以
上
の
国
保

40

30

加
入
者
は
、
保
険
証
を
提
示
す
る
と
無
料
。

と　

き

8
月　

日
19

8
月　

日
25

8
月　

日
26

毎
週
火
曜

　

と
こ
ろ

⑤
吉
田
乃
館

⑥
開
作
集
会
所

⑦
槍
巻
集
落
セ
ン
タ
ー

⑧
笥
瀬
集
会
所

⑨
長
田
代
集
会
所

⑩
岩
谷
口
集
会
所

⑪
春
日
集
会
所

⑫
保
健
所

�

年齢29～2039～3069～4070
以上

胃3,000円1,000円

無
料

肺
    X線            400円 
X線・ 痰 検査  900円

たん

大腸600円

子宮
頸部
3,200円

　頸部          　1,000円
　頸部・体部　1,700円

乳
 視触診
400円

視触診　　     400円
視触診・X線1,100円

前立腺　　50～84歳     無料

 
項
目

①　

歳
以
上

40

　

の
基
本
健

　

康
診
査

※
受
診
は
一

　

年
に
一
回

②
就
職
・
受

　

験
な
ど
の

　

一
般
健
診

※
予
約
不
要

③
集
団
向
け

　

定
期
健
診

※
要
予
約

④　

歳
以
上

20

　

の
成
人
歯

科
健
診

※
要
予
約

と　

き

常　

時

火
曜
8
時　

分
30

〜　

時　

分

10

30

月
曜
、
水
曜

8
時　

分
30

〜　

時　

分

10

30

第
1
・
3
木
曜

8
時　

分
30

〜　

時　

分

10

30

常　

時

と
こ
ろ

市
内
の
登
録

医
療
機
関

保
健
所

保
健
所

市
内
の
登

録
歯
科
医

療
機
関

と　

き

8
月　

日
18

8
月　

日
19

　

と
こ
ろ

①
し
い
の
き
の
館

②
吉
井
行
政
セ
ン
タ
ー
健
康
館

③
世
知
原
行
政
セ
ン
タ
ー

　

健
康
館

④
上
橋
川
地
公
民
館　

11111111110000000000月月月月月月月月月月1111111111日日日日日日日日日日かかかかかかかかかからららららららららら10月1日から
乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼児児児児児児児児児児福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療のののののののののの対対対対対対対対対対象象象象象象象象象象年年年年年年年年年年齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢がががががががががが拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡大大大大大大大大大大さささささささささされれれれれれれれれれまままままままままますすすすすすすすすす乳幼児福祉医療の対象年齢が拡大されます

＜現在の対象年齢＞
①0～2歳の間　�通院・入院費を助成
②3～5歳の間　�入院費だけ助成
＜改正後（10月1日から）＞　
　0歳～小学校入学前までの間（満6歳になってから最初
　の3月31日まで）�通院・入院費を助成
※現在3歳以上のお子さんの通院費は、10月以降に診療し
　たものが対象になります。

【手続き】
�平成11年4月2日から平成14年10月1日までに生まれた
　人は手続きが必要
　8月から子育て家庭課、各支所、各行政センターで受け
　付けます。　健康保険証（対象者本人）、印鑑、保護者の
　振込先がわかるもの（郵便局以外）を持参して受給資格
　認定申請の手続きをしてください。
�平成14年10月2日以降に生まれた人は手続き不要
　9月に新しい受給者証を郵送しますので、10月からお使
　いください。受給者証を持っていない人は、受給資格
　認定申請の手続きをしてください。

お尋ね　市役所子育て家庭課

　
■
市
幼
児
教
育
セ
ン
タ
ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（
�
�
0
5
5
0
）

�

ところ＝市内の登録医療機関


